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同じ「期」内で麻疹ワクチンまたは風疹ワクチンのいずれか一方を受けたお子様あるいは
麻疹ワクチンと風疹ワクチンをそれぞれ別々に接種することを希望するお子様。

２００６年４月１日以降、定期の予防接種としては麻疹・

風疹混合生ワクチン(measles-rubella:MRワクチン)の

接種が開始となり、同年６月２日から右記の年齢での

２回接種となりました。  第１期、第２期をすぎてしまうと

第２期でまだ麻疹と風疹の予防接種をそれぞれ２回ずつ

受けていないお子さまはかかりつけ医とよく相談し、

２０２７年３月３１日までに受けましょう。
接種医療機関に関しては、お住まいの市町村(特別区)に

お尋ねください。

定期の予防接種として受けられ

なくなってしまいます。

小学校の入学前に接種がすんで
いるかどうかを確認しましょう。 

2020年4月2日～2021年4月1日

生まれのお子さまは、2026年度

に第２期の定期接種を受けます。


